
 

株式会社外為どっとコム 外国為替保証金取引説明書（外貨ネクストネオ） 新旧対照表    

 

＜平成 28年 12月 24日改訂＞  

 

                                                                  （下線部は変更箇所） 

新（変更後） 旧（変更前） 

外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ) 

 

Ⅰ．(略) 

 

Ⅱ．(略) 

 

Ⅲ．取引説明ガイド 

1．（略） 

 

2．口座開設について 

口座開設のお申込みは当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたしま

す。お問い合わせ等は当社サポートセンター（０１２０－４３０－２２５）でお受けいたしま

す。外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社で外

国為替保証金取引口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが

必要となります。 

 

（略） 

 

（２）当社から電子メール若しくは電話で直接ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人

の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること 

 

（略） 

 

（６）20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担

当者が 20才以上 80才以下の行為能力を有する個人であること 

 

（７）居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されて

いる法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人

（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定

義するところに従う）に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみ

であること 

 

（８）お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと 

（９）本サービスにかかる約款及び取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分

な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の

疎通に一切の支障がないこと 

（10）お客様の当社における指定口座（振込先預金口座）は、国内に存する金融機関を指定し

ていただけること 

（11）名義の如何を問わず、外貨ネクストネオにおいて既に口座をお持ちでないこと 

（12）お客様の個人情報（個人番号および法人番号を含む）を正確にご登録頂けること 

（13）外国為替保証金（証拠金）取引業務に従事する役職員でないこと 

外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ) 

 

Ⅰ．(略) 

 

Ⅱ．(略) 

 

Ⅲ．取引説明ガイド 

1．（略） 

 

2．口座開設について 

口座開設のお申込みは当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたしま

す。お問い合わせ等は当社サポートセンター（０１２０－４３０－２２５）でお受けいたしま

す。外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社で外

国為替保証金取引口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが

必要となります。 

 

（略） 

 

（２）当社から電子メール若しくは電話で直接ご本人と常時連絡が取れること（お客様が法人

の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること） 

 

（略） 

 

（６）20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人、または日本国内で本店が登記されている

法人であること 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（７）お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと 

（８）本サービスにかかる約款及び取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分

な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の

疎通に一切の支障がないこと 

（９）お客様の当社における指定口座（振込先預金口座）は、国内に存する金融機関を指定し

ていただけること 

（10）名義の如何を問わず、外貨ネクストネオにおいて既に口座をお持ちでないこと 

（11）お客様の個人情報（個人番号および法人番号を含む）を正確にご登録頂けること 

（12）外国為替保証金（証拠金）取引業務に従事する役職員でないこと 



 

（14）取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと 

（15）余裕資金にてお取引いただけること 

（16）外国 PEPs（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号及び同法

施行規則第 15 号各号に掲げる者（外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める

者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等）に該当しないこと 

 

以下省略 

以上 

（13）取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと 

（14）余裕資金にてお取引いただけること 

（15）外国 PEPs（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号及び同法

施行規則第 15 号各号に掲げる者（外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める

者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等）に該当しないこと 

 

以下省略 

以上 

 


